
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 574号

自衛隊法施行令（昭和29年政令第 179号）第 114条、第 117条第

１項及び第 118条に規定する２等陸士、２等海士及び２等空士とし

て採用する自衛官の平成20年度の募集期間、採用試験の試験期日、

試験場の位置及び名称並びに連絡先は、次のとおりである。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 575号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡日之影町大字七折字矢筈

岳1001、1004－１から1004－３まで、1005－１、1005－２、1011、

1018－１から1018－３まで、1022、1023－１、1029

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
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連絡先試験場の名称
試験場
の位置

試験期日募集期間
募 集
種 別

自衛隊

宮崎地

方協力

本部

（電話

0985

（53）

2643）

宮崎第一生命

ビルディング

新館

宮崎市（筆記試

験）

平成20年

９月20日

平成20年

８月１日

から同年

９月10日

まで

２等陸

海空士

（男子）

都城市総合福

祉会館

都城市

延岡市中小企

業振興センタ

ー

延岡市

日南市保健福

祉センター

日南市

ＪＡ小林小林市

日向市勤労青

少年ホーム

日向市

南九州大学高鍋町

陸上自衛隊都都城市（口述試

城駐屯地験及び身

体検査）

平成20年

９月24日

から27日

までのう

ち指定す

る日

航空自衛隊新

田原基地

新富町

宮崎第一生命

ビルディング

新館

宮崎市（筆記試

験）

平成20年

９月28日

平成20年

８月１日

から同年

９月10日

まで

２等陸

海空士

（女子）

陸上自衛隊都

城駐屯地

都城市（口述試

験及び身

体検査）

平成20年

９月29日

航空自衛隊新

田原基地

新富町
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在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び西臼杵支庁並びに日之影町役場に備え置いて縦

覧に供する。）

宮崎県告示第 576号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 西都市大字南方字高附 602、字添

の坪 747－１、大字上揚字壱之木浦 267－ハ

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字高附 602・字添の坪 747－１・字壱之木浦 267－ハ（以

上３筆について、次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに

西都市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 577号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 都城市美川町 706－56・北諸県郡

三股町大字蓼池字城下1050（以上２筆について次の図に示す部分

に限る。）

２ 指定の目的 土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び北諸県農林振興局並び

に都城市役所及び三股町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 578号

宮崎県漁業調整規則（昭和39年宮崎県規則第23号）第32条第５項

において準用する同規則第30条第２項の規定により、聴聞の期日に

おける審理を次のとおり公開により実施する。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 聴聞の日時

平成20年７月29日（火曜日）午前９時から午後５時まで

２ 聴聞の場所

宮崎市橘通東２丁目10番１号 宮崎県庁１号館４階海区漁業調

整委員会室

３ 予定される不利益処分の内容

宮崎県漁業調整規則第32条第１項の規定によるいせえび磯建網

漁業の許可（操業区域が日向市と児湯郡の海岸線における境界点

から正東の線と（世界測地系）北緯31度58分50秒の線との間の海

域（共同漁業権の漁場を除く。）の許可に限る。）に係る制限及

び条件の付加

４ 聴聞に関する事務を担当する部局等

宮崎県農政水産部水産政策課 電話番号0985（26）7146

宮崎県告示第 579号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年７月28日から平成20年８月11日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

2970.011.0 〜

35.0

旧宮崎郡清武

町大字加納

字長嶺甲27

22番８地先

から宮崎市

源藤町葉山

242番地先

まで

国道 2

69号

国道

3378.014.0 〜

56.0

宮崎郡清武

町大字加納

字長嶺甲27

22番８地先

から宮崎市

大坪町西六

月2202番１

地先まで

2970.011.0 〜

35.0

新宮崎郡清武

町大字加納
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宮崎県告示第 580号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年７月28日から平成20年８月11日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 581号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成20年７月28日から平成20年８月11日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 582号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成20年７月28日から平成20年８月11日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

出之山土地改良区（小林市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

字長嶺甲27

22番８地先

から宮崎市

源藤町葉山

242番地先

まで

3378.014.0 〜

86.8

宮崎郡清武

町大字加納

字長嶺甲27

22番８地先

から宮崎市

大坪町西六

月2202番１

地先まで

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

250.016.0 〜

17.0

旧宮崎西大坪

西一丁目22

39番２地先

から同市大

坪町西六月

2231番１地

先まで

宮崎西

環状線

県道9

250.016.0 〜

22.0

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成20年７月29日宮崎郡清武

町大字加納

字長嶺甲27

22番８地先

から宮崎市

源藤町葉山

国道 2

69号

国道

242番地先

まで

宮崎郡清武

町大字加納

字長嶺甲27

22番８地先

から宮崎市

大坪町西六

月2202番１

地先まで

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成20年７月29日宮崎西大坪

西一丁目22

39番２地先

から同市大

坪町西六月

2231番１地

先まで

宮崎西

環状線

県道9

公公 告告

住 所氏 名役名

小林市大字南西方 993番地鳥 越 清 次理 事

小林市大字細野3286番地中 園 裕 昭理 事

小林市大字細野3253番地小 屋 新一郎理 事

小林市大字細野3141番地仮 屋 俊 昭理 事

小林市大字細野3566番地吉 元 正 一理 事
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（任期：平成22年３月31日まで）

２ 退任した役員

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する。

平成20年７月28日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

ＬＡＮ用クライアントパソコン賃貸借 一式（ 845台）

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当 宮崎市橘通

東２丁目10番１号

３ 落札者を決定した日

平成20年５月23日

４ 落札者の氏名及び住所

茨 株式会社システム開発 宮崎市大橋３丁目 101番地１

芋 ＮＥＣリース株式会社 東京都港区芝五丁目29番11号

５ 落札金額

111,793,500円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成20年３月24日

宮崎県公安委員会公告第16号

警備業法（昭和47年法律第 117号）第23条に規定する、警備員又

は警備員になろうとする者を対象とする検定を、鹿児島県公安委員

会と共同で、次のとおり実施する。

平成20年７月28日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

１ 検定の種別、級及び検定実施日時

※ 当日の受付は、午前８時30分から午前９時までに済ませるこ

と。

２ 実施場所

鹿児島市坂元町 784番地

鹿児島県警察学校

３ 定員

30人（鹿児島県公安委員会が受付けする受検者を含むものとし、

受付先着順とする。）

４ 受検資格

宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している

警備員で、次のいずれかに該当するもの

茨 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規

則第20号。以下「検定規則」という。）第８条第１号に該当す

る者

芋 検定規則第８条第２号に該当する者として、都道府県公安委

員会から施設警備業務に係る１級検定受検資格認定書の交付を

受けているもの

小林市大字細野3482番地小 園 公 博理 事

小林市大字細野3356番地３鈴 木 正理 事

小林市大字細野3861番地中 嶋 宇 一理 事

小林市大字細野3044番地６安 影 ヨシ子理 事

小林市大字細野2913番地町 浦 節理 事

小林市大字細野4059番地押領司 修 博理 事

小林市大字細野4005番地坂 元 重 則理 事

小林市大字南西方 848番地上ノ薗 昭 利監 事

小林市大字細野3504番地の１内 満 勝 徳監 事

小林市大字細野3988番地上 田 明監 事

住 所氏 名役名

小林市大字南西方 985番地上ノ薗 美 利理 事

小林市大字細野3309番地２藤 原 次 男理 事

小林市大字細野3210番地吉 留 睦 夫理 事

小林市大字細野3131番地前 原 和 明理 事

小林市大字細野3533番地小 園 大 作理 事

小林市大字細野3480番地加治屋 一 敏理 事

小林市大字細野3829番地福 嶋 昭 治理 事

小林市大字細野3861番地中 嶋 宇 一理 事

小林市大字細野2933番地坂 元 宏 康理 事

小林市大字細野2928番地川 原 英 貴理 事

小林市大字細野4619番地上仮屋 正 利理 事

小林市大字細野3500番地２安 影 重 雄理 事

小林市大字細野3136番地前 原 哲 郎監 事

小林市大字細野4137番地イ温 水 寛 明監 事

小林市大字細野4063番地の５押領司 貢監 事

公安委員会公公安委員会公告告

実 施 日 時級種 別

平成20年10月25日（土）午前９時から午

後５時ころまでの間

１級施設警備
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５ 検定申請手続

茨 受付期間、時間

平成20年９月８日（月）から９月19日（金）まで（県の休日

を除く。）の午前９時から午後５時まで

芋 検定申請書等提出先

申請者の住所地又はその属する営業所の所在地を管轄する警

察署（郵送による提出は認めない。）

鰯 提出書類

ア 検定申請書 １通

イ 住所地を疎明する書面（宮崎県内に住所を有する者に限る。

）

ウ 当該営業所に属していることを疎明する書面（宮崎県外に

住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。）

エ 写真２枚（申請前６月以内に撮影した縦3.0センチメートル、

横2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無

背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 施設警備２級検定合格証明書の写し及び施設警備２級検定

合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事し

た期間が１年以上であることを証する書面（検定規則第８条

第１号に規定する者）

カ １級検定受験資格認定書（検定規則第８条第２号に規定す

る者に限る。）

キ 代理人が提出する場合は、申請者の委任状

６ 手数料

検定申請書を提出する際、１６,０００円相当額の宮崎県証紙により

納付すること。

納付された手数料については、受検辞退その他いかなる場合に

も返還しない。

７ 検定の方法

学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験を実技試験の前に行い、学科試験に合格しなか

った者に対しては実技試験を行わない。

また、実技試験においても、試験途中に合格点に達しないこと

が明らかとなった場合は、その者に対する試験を中断し、以降の

実技試験は行わない。

茨 学科試験の内容

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 警備業務対象施設における保安に関すること。

エ 施設警備業務の管理に関すること。

オ 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における

応急の措置に関すること。

芋 実技試験の内容

ア 警備業務対象施設における保安に関すること。

イ 施設警備業務の管理に関すること。

ウ 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における

応急の措置に関すること。

８ その他

茨 受検票は、当日検定会場で交付する。

芋 受検に際しては、筆記用具、室内用運動靴を持参すること。

鰯 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話番号0985-31-0110）に行うこと。

允 この検定の実施に際して収集する個人情報は、この検定のた

めに必要な範囲でのみ利用する。
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